
基安発第0529001号

平成 20年 5月 29日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局
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派遣労働者の労働災害防止対策に係 る自主点検等の実施について

就業形態の多様化等に伴い､派遣労働者が増加 し､派遣労働者の問題が社会的にも大きな関心を

集めているところである｡労働安全衛生行政 としては､派遣労働者の労働災害を防止するため､派

遣元 ･派遣先事業場の双方に対して､労働安全衛生法上の措置義務の周知を行 うとともに､遵守の

徹底を図っているところであるが､派遣労働者の労働災害が増加 していること等を踏まえ､派遣労

働者の労働災害防止対策の推進を図るため､下記により､派遣元 ･派遣先事業場の双方に対 して､

派遣労働者の労働災害防止対策に係る自主点検を実施 させ､安全街生活動の強化を促す とともに､

安全衛生管理の実態を把握 し､ その実施に遺漏

なきを期 されたい｡

なお､本省において も､この日主点検結果の集計分析を行い､今後の必要な安全衛生対策の検討

に資する予定であるので申し添える｡

記

1 労働災害防止対策に係 る自主点検の実施

(1)対象事業場

事業場 とすること｡

(2)自主点検豪

別添 1 ｢派遣労働者の労働災害防止対策に係 る自主点検蓑 【派遣元用】｣及び別添 2 ｢派遣

労働者の労働災害防止対策に係る自主点検表 首派遣先用】｣のとお りD

(3)実施時期等

平成20年 6月下旬までとし､自主点検結果については､自主点検結果報告書により報告 を求

めること｡

3 日主点検結果報告書の送付

今後の安全衛生対策の検討に資するため､提出された 1の (3)の自主点検結果報告書の写を､

平成20年 6月25日までと7月10日までとの 2回に分けて､本省安全課に送付すること｡



E派遣元用ヨ 別添1

派遣労働者の労働災害防止対策に係る自主点検表

(自主点検結果報告書) 平成20年 厚生労働省

事業場の名称 巨 - 職氏名 く平成 年 月 日)

所在地 電話番号 ( ) 事業の種類

点検者職氏名 労働者派遣事業の種類 1一般労働者派遣事業 又は2 特定労働者派遣事業

労働音数 人 派遣労働者致 人 人

○ 派遣労働者に係る労働災害発生状況

平成ー7年 平成ー8年 平成19年

労働災害に被災した派遣労働者数 (人)

うち 不休災害 I

うち 1月未満の休業災害

うち 1月以上の休業災害

･自主点検の結果について､別添の｢派遣労働者の労働災害防止対策に係る自主点検表｣の｢点検結果｣欄の該当番号等を､次の｢点
検結果｣記入欄 に記入の上､報告してくださいD

･なお､別添の｢派遣労働者の労働災害防止対策に係る自主点検表｣を提出していただく必要はありません｡

･本点検表を行政目的以外に使用することはありませんo

O 点検結果第1派遣労働者 につ いて

1-2(複数回答可) 1-3 派遣期間 1日 zE≧以上1 1週間超1月以内 1月超3月以内 3月超6月以内 6月超1年以内 1年超

第2安全衛生 管理体制について
E昭E]E]E]
第3 安全衛生教育について

･3-1でAtBのいずれかが｢1｣の場合は､3-2､3-3を記入

3-2(複数回答可)
A ら

第4 労働災害が発生した後の対応について

･4-1で｢1｣の場合は4-2を記入し､｢zJの場合は4-3を記入

4-2(複数回答可)

( )
4-3(複数回答可)

､､ ､

第6 派遣労働者を使用する上での安全衛生上の問題点について

･6-1で｢1｣の場合はー6-2を記入

6-2(複数回答可)

･､

3-4(複数回答可)

l､ ､
･3-5で｢1｣の場合は､3-6を記入
日BE]

第5外国人の派遣労働者について

･5-1でrl｣の場合は､5-2を記入5-2(複数回答可)
･ l

6-3(自由記入欄)



派遣労働者の労働災害防止対策に係る自主点検表 臣派遣元用選

この日主点検は､派遣労働者に関する労働災害防止対策の状況を改めて点検していただくことにより､貴事業場における安全衛生水準の向上に役立て1⊇
ていただくものですO ｣

点検項目 点検結果

第 1 派遣労働者について 1ト1 現在､労働者F,rR遣している事業場はいくつかあリますかO L10事業場以下

ll-50事業場 2

5ト 100事業場 ⊇ 3

lRO?=琵 琶芙慧皇子詣 喜告誓望書芸書き芸実子警冨警 号j 4

輸送用機械等製造業 / 2 . ～

上記以外の製造業運輸交通業商業 【上記以外のもの (自主点検結果報告書の記入欄の括弧内に7と記入の上､括弧内に事業場数をご記入くださいo) 4 日5 】67

-,Trrt退期間｣とに派退労働者のの-人数を記入してくださいO 1日 】日

【【



i-4 派遣労働者をどのような業務に派遣 していますD業務ごとに人数を記

入 してください｡

第 2 安全衛生管理体制について

2-1 総括安全衛生管理者を選任 していますか｡

⑳ 表 1に掲げる業種及び規模の事業場ごとに､総括安全衛生管理者

の選任が義務付けられていますO (労働安全衛生法第 10条)

例えば､貴事業場の業種が ｢派遣業｣であれば､常時使用する労

働者数が 1000人以上の場合､総括安全衛生管理者の選任が必要とな

ります｡

表 1

業 種 常時使用する労働者数

① 林業､鉱業､建設業､運送業及び清掃業 100人以上

② 製造業 (物の加工業を含むo)､電気業､ガス業､

熱供給業､水道業､通信業､各種商品卸売業､家具 .

建具 .じゆう器等卸売業､各種商品ノト売業､家具 . 300人以上

建具 ,じゆう器小売業､燃料小売業､旅館業､ゴル

フ場業､自動車整備業及び機戚修理業

業 務 人 数

A 望警禦 システム開発等専門的な知識技術を要する業可カ等 r■

B 一般事務

C 物の加工 (

D 製品等の組立

E 機械の運転 .操作

F 検査

G 運搬 ら

その他 (自主点検結果報告書の記入欄の括弧内に異体

的な内容を記入した上､人数を吉己入 してください｡)

注)労働者;/rR違法施行令第4条各号に掲げる26蓮類の業務

選任 している 選任 していない

注)2-1､2-2及び 2-3における ｢常時使用する労約着貰こ｣の葬定に当た

っては､派遣労軌者を含める必要がありますO



2-2 衛生管理者又は衛生推進者等を選任 していますかO

⑳ 常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては､衛生管理者

の選任が義務付けられています｡(労働安全衛生法第 12条)

⑳ また､常時 10人以上 50人未満の労働者を使用する事業場におい

ては､2-1の表 1の①及び②の業種の場合は安全衛生推進者の､それ

以外の業種の場合は衛生推進者の選任が義務付けられています｡(労

働安全衛生法第 12条の2)

2-3 産業医を選任していますかo

⑳ 常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては､産業医の選

任が義務付けられています｡(労働安全衛生法第 13条)

2-4 派遣労働者に対 して､一般健康診断を実施 していますか｡

⑳ 常時使用する労働者に対 し､雇入れの際及びその後 1年以内ごと

に-臥 定期に､一般健康診断を実施することが義務付りられてい

ます｡(労働安全衛生法第 66条第 1項)

2-5 長時間の時間外 ･休日労働を行っている派遣労働者に対して､医師に

よる面接指導を実施していますかO

⑳ 労働者の週 40時間を超える労働が 1月当た り100時間を超

え､かつ､疲労の蓄積が認められるときは､労働者の申出を受けて､

医師による面接指導を行わなければなりません｡(労例安全衛生法第
66条の 8)

第 3 安全衛生教育について

3-1 派遣労働者を雇い入れたとき､安全衛生教育を実施していますか (A)0

また､派遣労働者の行う作業内容を変更 したとき､安全衛生教育を実

施 していますか くB)｡

⑬ 労働者を雇い入れたときは､当該労働者に対 し､その従事する莱

務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければな りませ

んO(労働安全衛生法第 59条､労捌安全衛生規則第 35条)

選任している 選任していない 該当しない

選任している 選任していない

実施 している 実施 していない

実施している 実施していない 該当しない

実- ている 着 実- ていない

A 諾 諾 者を雇い 1 2

与 (3-4へ)

(,蘇)



⑳ 労働者の作業内容を変更したときは､当該労働者に対 し､その徳

事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければな

りません｡(労働安全衛生法第 59条第 2項)

⑳ 派遣先は､派遣元事業主が派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛

生教育を適切に行えるよう､派遣労働者が従事する業務に係る情報

を派遣元事業主に対し積極的に提供するとともに､派遣元事業主か

ら雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には可能な

限りこれに応 じるよう努める等､派遣労働者の安全衛生に係る措置

を実施するために必要な協力や配慮を行 うこととされていますO(派

遣先が講ずべき措置に関する指針の ｢17 安全衛生に係る措置｣)

3-2 3-1のA､Bのいずれかで ｢1 (実施 している)｣の場合､どのような

内容について安全衛生教育を行っていますか｡(複数回答可) 教育内容 A 手 B

機械等､原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い

方法に関すること l l

安全装置､有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの 2 2 ～i取扱い方法に関すること

作業手順に関すること 3 3

作業開始由の点検に関すること 4 4

派遣先における業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること 5 5 】

整理､整頓及び清潔の保持にF3=Bjすること 1 6 6

事故時等における応急措置及び退避に関すること 7 7

派遣先における業務に閤し禁止されている事項に関すること B E～



3-3 3-1のA､Bのいずれかで ｢1 (実施 している)｣の場合､教育に要す

る時間数は概ねどの程度ですか｡

3-4 派遣労働者の安全衛生教育を実施する上で困難なことはあリますかO

(複数回苦可)

3-5 安全衛生教育の実施について､派遣先に実施 してもらうよう依頼 した

ことがありますか｡

3-6 3-5で ｢l (ある)｣の場合､派遣先はどのような対応をしましたかO

教育に要する時間 A ら
30分未満 1 1
･30分以上-1時間未満 ∴ 二

1時間以上～2時間未満 3 3

2時間以上～3時間未満 44
3時間以上-1日未満 55

教育を担当する者がいない 1
適当な教材がない 2

教育対象者が全員集まる機会がない 3

綬章が高い 4

派遣先からの協力が得られない 6

その他 (自主点検結果報告書の記入欄に7と記入の上､括弧内に 7

実施された 実施されなかった 把握 していない



3-7 資格等が必要な業務に労働者を派遣するに当たり､必要な資格等を取

得させるようにしていますか

⑳ 次に掲げる業務など一定の業務については､都道府県芳勧局長の

免許を受けた者等資格を有する者でなければ従事させてはいけませ

ん｡(労働安全衛生法第 61条)

⑳ このような業務に無資格者を派遣することも禁 じられています0

(派遣法第 45条第 6項)

①クレーン (つり上げ荷重 5 トン以上)又は移動式クレーン (つ

り上げ荷重 1トン以上)の運転､②玉掛け作業 (つり上げ荷重 1ト

ン以上のクレーン (移動式クレーンを含む)に係るもの)､③フォー

クリフ ト等荷役機械 (最大荷重 1トン以上)の運転､④カス溶接

第 4 労働災害が発生した後の対応について

(平成 17年～平成 19年に派遣労働者が被災した労働災害が発生した場

合のみ記入してくださいO)

4-1 労働災害発生後､再発防止対策を講じましたかO

4-2 4-1で ｢1(講 じた)｣の場合､どのような対策を講じましたかQ(複数

回答可)

資格を取得させるよう 特に何もしていない 有資格者のみを採用又

支援している は登録 している

い 削清の安全化を派遣先に依頼 した 1

安全衛生教育の実施を派遣先に依籍した 2

安全マニュアルの整備を派遣先に依頼 した 3

E保護具の貸与を派遣先に依締 した 4 I

自社において教育の実施やマニュアルの整備を行ったo F5 ≧

自社において保護具の貸与を行った 6



4-3 4-1で ｢2 (講 じていない)｣の場合､対策を講じていない理由は何で
すか｡(複数回答可)

第 5 外国人の派遣労働者について

(外国人の派遣労働者 (特別永住者を除く｡)を派遣 している場合のみ

記入してくださいO)

5-1 外国人の派遣労働者の労働災害防止のため､対策を講じていますかO

⑳ 外国人労働者の雇用 ･労働条件に関する指針の第 3の3において､

外国人労働者の安全衛生の確保に関して事業者が考慮すべき事項が

掲げられています｡

512 5-1で ｢1講 じている｣の場合､どのような対策を講 じていますかO(複

数回答可)



第 6 派遣労働者を使用する上での安全衛生上の問題点や留意について

6-1これまで､派遣労働者から安全や健康について苦情や要望が出された
ことがありますかO

6-2 6-1で ｢1 (ある)｣の場合､それはどのような内容ですか｡(複数回管

可)

6-3 派遣労働者を使用する上での安全衛生上の問題点や留意 していること

について何かありますかO(自由記入)

ある ない

取り扱う機械や設備に関すること 1

作業の手順や方法に関すること 2

作業の環境に関すること 3 .

保護具に関すること 等 4

安全衛生教育に関すること 5

* 以上で自主点検は終わりです｡自主点検の結果､実施すべき事項について買施していないことがわかった場合は､早急に改善を図っ

てください｡

* 内容につLlてご不明な点等がある場合には､最寄りの労働局又は労働基準監督署にお尋ねください｡

-8-



労働安全衛生法等◎通園

派遣元が責任を負う事項

職場における安全衛生を確保する事業者の責務

事業者等の実施する労働災害の防止に関する捨置に協力する

労働者の責務

労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等

総括安全衛生管理者の選任等

衛生管理者の選任等

安全衛生推進者の選任等

衛生委員会

安全管理者等に対する教育等

安全衛生教育 (雇入れ時､作業内容変更時)

危険有害業務従事者に粁する教育

中高年鵬者等についての配慮

事業者が行 う安全衛生教育に対する国の援助

健康診断

(一般性J]至診断等､当該健康診断結果についての意見聴取)

健康診断 (17,itL来診断実施後の作業転換等の捨置)

睦康診断の結果通知

医師等による保健指導

医師による面妻妾指導等

健康教育等

体育活動等についての便宜供与等

申告を理由とする不利益取扱禁止

報告等

法令の周知

書類の保存等

事業者が行 う安全衛生施設の整備等に対する国の援助

疫学的調査等

派遣先が責任を負う事項

職軌 こおける安全衛生を確保する事業者の責務

事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に臨力する

労働者の責務

労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等

総括安全衛生管理者の選任等

安全管理者の選任等

衛生管理者の選任等

安全衛生推進者の選任等

産業医の選任等

作業主任者の選任等

統括安全衛生責任者の選任等

元方安全衛生管理者の選任等

店社安全衛生管理者の選任等

安全委員会

衛生委員会

安全管理者等に対する教育等

労働者の危険又は健良き障害を防止するための措置

軒筆者の講ず-き措置

労的者のi迎守すへき事項

事業者の行う-き調査等

元方事業者の講ずへき措置

特定元方事業者の引ゝ1げ べき措i,ご;-_
定期 自主検査

化学物質の有害性の調査

安全衛生教育 (作業内容変更時､危険有害業務就業時)
職位教育

危険有害iJTT;務従富者に対する教育

就Y王制限

中高年齢者等についての配 I,tJ

'拝業者が行う安全衛生放~諒に対する国の抜助

作業l;7,L境測定

作業環境測定の結果の評価等

作某の管理

作業時間の制限

惟Iiは診断

(有害な業務に係る健康診断等､

当該健康診断結果についての意見聴取)

他康診断 (馳廉診断実施後の作業転換等の桔臣)

病者の就業禁止

健煉教育等

体育活動等についての便宜供与等

快適な職場環境の形成のための持直

安全衛生改善計画等

機械等の設置､移軌 こ係 る計画の届出､審査等

申告を理由とする不利益取扱禁止

使用停止命令等

報告等

法令の周知

書類の保存等

享業者が行 う安全衛生施設の整備等に対する国の援助
疫学的調査等



E派遣先用】 別 添2

派遣労働者の労働災害防止対策に係る自主点検表

(自主点検結果報告書) 平成20年 厚生労働省

事業場の名称 巨 - - 名 (平成 年 月 日)

所在地 電話番号 ( ) 事業の1:重類

･派遣労働者数はt人目で記入してくださいD(例 平成19年中に､10日の派遣期間の派遣労働者が5人 1年(稼働 Ej250日)の派遣期間
の派遣労働者が1人就業した場合 5人 xID日十1人 ×250日-300人目))

o 労働災害発生状況 (括弧内は､外国人労働者のうち数を記入してください｡)

全体 うち派遣労働者

平成17年 平成ー8年 平成19年 平成ー7年 平成1B年 平成19年

被災者数 (人) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

うち 不休災害 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

うち 1月未満の休業三災害 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

自主点検の結果について､別添の｢派遣労働者の労働災害防止対策に係る自主点検蚕｣の｢点検結果｣欄の該当番号等を､次の｢点
検結果｣記入欄 に記入の上ー報告してくださいC

なお､別添の｢派遣労働者の労働災害防止対策に係る自主点検表｣を提出していただく必要はありません｡

本点検壷を行政 目的以外に使用することはありませんO

○ 点検結果

第1 派遣労働者の受入れについて

卜7 受入期間 1日 zB以上1

第2 安全衛生管理体制及び,%効について

･2-2で｢1｣の場合は､2-3を記入

2-3(複数回答可)

､ ■

4で｢1｣のj易合は､2-5を記入

2-5(複数回答可)

､

･2-11で｢1｣の場合､2-12を記入

2-12で｢1｣の場合は､2-13を記入 ･2-14で｢1｣又は｢2｣の場合は､215を記入

2-13(複数回答可)

( )

3-5(複数回答可)

2-15(複数回答可)

( )

3-6で｢1｣の場合は､3-7を記入 L3-9で｢1｣の場合は.310を記入

( )

巳日日E ]

第4 労働災害が発生した後の対応について

3-10(複数回答可)

4--l 受入期間 初EI 2日以上1 1週間超l月臥内 1月超3月以内 3月超6月以内 6月超l年以内 1年超

第5 外国人の派遣労働者について

･5-1で｢1｣の場合は､5-2を記入

5-2(複数回答可)

( )

A-Bで｢1｣の場合は､2-9､10を記入2-7(複数回答可)

巳日日
第3 安全筒生教育について

13-2で｢1｣の場合は､3-3､3-4を記入

@#
3-3(複数回答可)

( )

第6 派遣労働者を使用する上での安全衛生上の問題点について

･6-1で｢1｣の場合は､6-2を記入

日だ ≡ ∃

6-3(自由記入欄)



派遣労働者の労働災菩防止封荒に係る自主点検表 監派遣先削

〔てLI,?=芳子言霊芸漂 労働者に関する労働災害防止対策の状況を改めて点検していただくことにより､貴事業場における安全衛生水準の向上に役立て〕

点検項目 点検結果

第 1 派遣労働者の受入れについてト1 平成 19年中に貴事業場で受け入れた派遣労働者の受入れ期間はどの桂度ですかロ受入期間ごとに派遣労働者ののベ人数を記入してくださいOト2 派遣労働者をどのような業務に就かせていますかO業務ごとに人数を

受入期間 のベ人数

1日

2日以上 1週間以内

1週間を超え1月以内 】

1月を超え3月以内 H

3月を超え6月以内

6月を超え1年以内 E
1年を超える

業 務 1 人 数

A 農 禦 システム開発等専門的な知識技術を要する業 ∃ち】

B 一般事務

C 物の加工

D 製品等の組立

E 機械の運章云R操作 i
F 検査

G 運搬

H 梱包

注)労働者派遣法施行令第4条各号に掲げる26種類の業務

第 2 安全衛生管理体制及び活動について

2-1 総括安全衛生管理者を選任 していますか｡

⑳ 表 1に掲げる業種及び規模の事業場ごとに､総括安全衛生管理者

選任している 選任していない 該当しない



の選任が義務付けられています｡ (労働安全衛生法第 10条)

⑳ 派遣中の労働者に関 し､総括安全衛生管理者の選任は､派遣元

汲遣先 ともに事業者 として義務を負います｡ (派遣法第 45条)

表 1

業 種 常時使用する労職者数

① 林業｢鉱業､建設業､運送業及び清掃業 100人以上

② 製造業 (物の加工業を含むO)､電気業､ガス業､
熱供給業＼水道業､通信業､各種商品卸売業､家具 .
建具 .じゆう器等卸売業､各種商品小売業､家具 . 300人以上
建具 .じゆう器小売業､燃料小売業､方祁官業､ゴル

フ場業｢自動車整備業及び機械修理業

2-2 安全管理者又は安全衛生推進者を選任 していますか｡

⑳ 2-1の表 1の(丑及び②の業種で､常時 50人以上の労働者を使用す

る事業場においては､安全管理者の選任が義務付けられています0

(労働安全衛生法第 11条)

⑳ また､2-1の表 1の①及び②の業種で､常時 10人以上 50人未満の

労働者を使用する事業場においては､安全衛生推進者の選任が義請

付けられています｡ (労働安全衛生法第 12条の 2)

⑳ 派遣中の労働者に関し､安全管理者の選任は派遣先のみが､また､

安全衛生推進者の選任は派遣元 ･涯遣生 ともに､事業者 として義務
を負います. (派遣法第 45条)

2-3 2-2で ｢1 (選任 している)｣の場合､安全管理者又は安全衛生推進者

は､派遣労働者の安全管理に関し､どのような業務を行っていますかQ(複

数回答可)

注)

算定に当たっては､派遣労捌者を含める必要があります｡

選任 している 選任 していない 該当しない

派遣労働者の危険を防止するための措置に関すること 1

派遣労働者の安全のための教育に帯すること 2

膏 慧讐 者に係る労働災害の関 の調査及び再発防止対策に冒､ 3 ∃

派遣労働者が就労する作業場等を巡視 4

派遣労働者の安全管理に関する業務は行っていない 5

その他 (自主点検結果報告書の記入欄に6と記入の上､括弧内に



2-4 衛生管理者又は衛生推進者等を選任 していますかO

⑳ 常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては､衛生管理者

の選任が義務付けられています. (労働安全衛生法第 12条)

⑳ また､常時 10人以上 50人未満の労働者を使用する事業場におい

ては､2-1の表 1の①及び②の業種の場合は安全衛生推進者の､それ

以外の業種の場合は衛生推進者の選任が義務付けられています｡(労

働安全衛生法第 12条の 2)

⑳ 派遣中の労働者に関し､衛生管理者又は衛生推進者等の選任は､

派遣元 .旦鎚童逸 ともに事業者 として義務を負いますO (派遣法第 45
条)

2-5 2-4で ｢1 (選任 している)｣の場合､衛生管理者又は衛生推進者等は､

派遣労働者の衛生管理に関 し､どのような業務を行っていますかo(複数

回答可)

2-6 産業医を選任 していますかD

⑳ 常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては､産業医の選

任が義務付けられていますD (労剛安全衛生法第 13条)

⑳ 派遣中の労働者に関し､産業医の選任は､派遣元 ･派遣先 ともに

事業者 として義務を負いますO (派遣法第 45条)

2-7 派遣労働者を有害業務に就かせている場合､特殊健康診断を実施 して

いますか｡(複数回答可)

⑳ 次に掲げる有害業務に常時従事する労働者に対 し､雇入れの際､

当該業務-の配置替えの際及びその後一定期間以内ごとに一回､定

期に特殊健康診断を実施するrことが義務付けられていますo(労倒安

全衛生法第 66条第 2項)

①高圧室内又は潜水の作業に係る業務､②放射線業務､③特定化

学物質の製造又は取扱い業務､④鉛業務､⑤四アルキル鉛等業務､

⑥屋内作業場､タンク等の内部等における有機溶剤の製造又は取扱

い業務

選任 している 選任 していない 該当しない

(2-6へ) (2-6へ)

選任 している 選任 していない ⊆ 該当しない

特定化学物質の特殊健康診断を実施 1

有機溶剤の特殊健康診断を実施 2

電離放射線の特殊健康診断を実施 3

じん肺健康診断を実施 4

その他の特殊健康診断を実施 】 5

該当する有害業務はあるが､実施 していない 6



⑳ また､常時粉 じん作業に従事する労働者に対 し､就業時又はその

後一定期間ごとに一回､定期的に じん肺健康診断を実施することが

義務付けられています｡(じん肺怯第 7条及び第 8条)

⑳ 派遣中の労働者に関し､特殊健康診断､じん肺健康診断の実施は､

渡遣先のみが事業者 として義務を負いますO(派遣法第 45条､46条)

2-8 安全委員会又は衛生委員会を設けていますか｡

⑳ 表 2に掲げる業種及び規模の事業場ごとに､安全委員会の設置那

義務付けられていますO (労働安全衛生法第 17条)

表 2

業 種 謂 冨署墓

① 林業､鉱業､建設業､製造業のうち木材 .木製品
製造業､化学工業､鉄鋼業､金属製品製造業及び輪
送用機械器具製造業＼運送業のうち道路貨物運送業 50人以上
及び港湾運送業､自動車整備業､機械修理業並びに
清掃業

② 製造業 (物の加工業を含むO上記①の業種を除
くO)､運送業 (上記①の業種を除くO)､電気業､ガ

ス業､熱供給業､水道業､通信業､各種商品卸売業､ 100人以上家具 .建具 .じゆう器等卸売業､各種商品小売業､
家具 .建具 .じゆう#小売業､燃料小売業､方離宮業､

⑳ また､常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては､衛生

委員会の設置が義務付けられていますO (労働安全衛生法第 18条)

⑳ 派遣中の労働者に関し､安全委員会の設置は猛遣生のみが､また､

衛生委員会の設置は派遣元 ･狙遣皇 ともに､事業者 として義務を負

いますO (派遣法第 45条)

2-9 2-8で ｢1 (設けている)｣の場合､安全委員会又は衛生委員会では派

遣労働者の安全又は衛生に関する調査審言蓋を行っていますか｡

2-10 2-8で ｢1(設けている)｣の場合､安全委員会又は衛生委員会への派
遣労働者の参加の状況はどうですかO

設けている 設けていない 弓 該当しない .

(2-11へ) (2-11へ)

行っていない

】≡参加 している 1



2-17 作業主任者又は作業指揮者 (以下 ｢作業主任者等｣というO)の選任

等が必要である作業に派遣労働者を従事させていますか｡

⑳ 次に掲げる作業など一定の作業については､作業主任者を選任 し､

その者に当該作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければなり

ませんO(労働安全衛生法第 14=条)

① 5台以上 (自動送材車式帯のこ盤が含まれる場合は3台以上)

の木材加工用機械を有する場合には当該機械による作業､② 5台以

上の動力プレスを所有する場合にはそのプレスによる作業､③高さ

2メ- トル以上の ｢はい｣の ｢はい付け｣又は ｢はいくず し｣の作

業､④特定化学物質を取り扱 う作業､⑤有機溶剤を取り扱 う作業

⑳ 次に掲げる作業など-定の作業については､作業指揮者を定め､

その者に当該作業を指揮等をさせなければなりません｡(労働安全衛

生規則第 151条の4､第 151条の48､第 257条等)

①フォ-クリフ ト等荷役運搬機械の運転の作業､②-つの荷でそ

の重量が 100kg以上のものを貨物自動車に積卸しする作業､③危険

物を製造 し､又は取り扱 う作業

⑳ 派遣中の労(動者に関し､作業主任者等の選任等は､派遣先のみが

事業者 として義務を負います｡(派遣法第 45条)

2-12 2-11で ｢1 (従事させている)｣と記入 した場合､作業主任者等は､

当該作業に従事する派遣労働者-の指揮等も行っていますか｡

2-13 2-12で ｢1 (指揮等を行っている)｣の場合､作業主任者等は､当該

作業に従事する派遣労働者について､どのような業務を行っていますか｡

(複数回答可)

従事させている 従事させていない 該当作業がない

(2-14へ) (2-14へ)

指揮等を行っている 指揮等を行っていない 作業主任者等を選任していない

(2-14へ) (2-14へ)

作業方法の決定 1

派遣労働者-の作業の指示 2 ≡
派遣労働者に対する安全衛生教育 3

機械器具や工具の点検 4

保護具や安全装置の使用状況の監視 5



2-14 2-11の作業 (作業主任者等の選任等を必要としない作業)

において､派遣労働者を指揮等する者を定めていますか｡

2-15 2-14で ｢1 (定めている)｣又は ｢2 (作業の-部について定めてい

る)｣の場合､2-14の ｢派遣労働者を指揮する者｣は､当該作業に従事す

る派遣労働者について､どのような業務を行っていますか｡(複数回答可)

第 3 安全衛生教育について

3-1 派遣元における派遣労働者に対する雇入れ時教育はどのようになって

いますかD

⑳ 労働者を雇い入れたときは､当該労働者に対し､その従事する莱

務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければな りませ

んO(労働安全衛生法第 59条､労｢勤安全衛生規則第 35条)

⑳ 雇入れ時の教育の実施は､派遣元が事業者 としての義務を負いま

す｡

⑳ 派遣先は､派遣元事業主が派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛

生教育を適切に行えるよう､派遣労働者が従事する業務に係る情戟

を派遣元審美主に対 し積極的に提供するとともに､派遣元事業主か

ら雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には可能な

限 りこれに応 じるよう努める等､派遣労物音の安全衛生に係る措置

を実施するために必要な協力や配慮を行うこととされています｡(派

遣先が講ずべき措置に関する指針の ｢17 安全衛生に係る措置｣)

3-2 受入れ中の派遣三削勤者の行う作業内容を変更したとき､安全衛生教育

を実施 していますか｡

作業の-部について

定めている
定めていない

作業方法の決定 日

派遣労働者への作業の指示 2 t

派遣労働者に対する安全衛生教育 3

機械器具や工具の点検 § 4

その他 (自主点検結果報告書の記入欄に6と記入の上､括弧内に

具体的な内容を記入してくださいO)

派遣元が実施している (確認している) 1

派遣元の実施に協力している 2

派遣元の依頼 (委託)を受けて実施している 3

(3-5へ)



◎ 労働者の作業内容を変更 したときは､当該労働者に対 し､その従

事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければな

りません｡(労働安全衛生法第 59条第 2項)

⑳ 作業内容変更時の教育の実施は､派遣元 ･進達生 ともに事業者 と

して義務を負います｡(派遣法第 45条)

3-3 3-2で ｢1 く実施 している)｣の場合､どのような内容について安全衛

生教育を行っていますか｡(複数回答可)

3-4 3-2で ｢1 (実施 している)｣の場合､教育に要する時間数は概ねどの
程度ですか｡

機械等､原材料等の危険性又は有害性 及びこれらの取扱い方法 ~1≡に関すること

安全装置､有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い 2
⊇方法に関すること

作業手順に関すること E 3

作業開始時の点検に関すること 4

当該業瓢 こ関して発生するおそれのある疾病の悶 及び予防に関 2 5すること F

整理､整頓及び清潔の保持に関すること 】6 ∃

立入禁止場所等の事業場において禁止されている事項に関するこ
と

その他 (自主点検結果報告書の記入欄に9と記入の上､括弧内に

具体的な内容を記入してくださいo)

よ

30分未満 1

30分以上～1時間未満 2F

1時間以上-2時間未満 3 F

E2時間以上-3時間未満 l 4

3時間以上-一日未満 5



3-5 -/TFrg遣労働者の安全衛生教育を実施する上で困難なことはありますかO
(複数回答可)

3-6 安全又は衛生のための特別の教育 (以下 ｢特別教書｣という｡)が必要

である業務に派遣労働者を就かせていますかo

⑬ 次に掲げる業務など一定の業務に労働者を従事させるときは､当

該労働者に対 し､その従事する業務に関する特別教育を行わなけれ

ばなりませんO(労働安全衛生法第 59条)

①クレ-ン (つ り上げ荷重 5トン未満又は移動式クレーン (つり

上げ荷重 1トン未満)の運転､②玉掛け作業 (つり上げ荷重 1トン

未満のクレーン (移動式クレーンを含む)に係るもの)､③フォーク

リフ ト等荷役機械 (最大荷重 1トン未満)の運転､④動力プレスの

金型の取り付け､取り外 し､調整､⑤ア-ク溶接

⑳ 派遣中の労働者に関し､特別教育の実施は､派遣先のみが事業者

として義務を負います｡(派遣怯第 45条)

3-7 3-6で ｢1(就かせている)｣の場合､当該派遣労働者に対し,特別教

育を実施 していますか｡

3-8 資格を有する者でなければ従事させてはならない業務に派遣労働者を

就かせることになったときに､あらかじめ必要な資格の取得の有無を確

認していますかO

実施している 実施 していない
派遣労働者が十分な知
識､経喜美を有しており､
実施する必貢がない

資格 を取得 させ 該当業務に就か

確示心してしる 確己心LLLJ,し ている せていない



⑳ 次に掲げる業務など-定の業務については､都道府県労働局長の

免許を受けた者等資格を有する者でなければ従事させてはいけませ

ん｡(労働安全衛生法第 61条)

①クレーン (つり上げ荷重 5トン以上)又は移動式クレーン (つ

り上げ荷重 1トン以上)の運転､②玉掛け作業 (つり上げ荷重 1ト

ン以上のクレーン (移動式クレーンを含む)に係るもの),③フォー

クリフ ト等荷役機械 (最大荷重 1トン以上)の運転､④ガス溶接

⑳ 派遣労働者の就業制限に関し､派遣先が事業者として義務を負い

ます (派遣法第 45条)｡なお､派遣法第 45条第 6項において派遣元

が無資格者を就業制限業務に派遣することを禁止しています｡

3-9 派遣労働者が従事する作業について安全な作業のためのマニュアルや

手順書等 (以下 ｢マニュアル等｣というU)を作成していますかo

3-10 3-9で ｢1 (作成 している)｣の場合､マニュアル等には､どのような

内容について定めていますか｡

≦ 作成している -一部作成している 】 作成していない

1 2 3

機械等､原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること 2 1F

安全装置､有害物抑制装置又は保言葉具の性能及びこれらの取扱い 2
方法に関すること

安全な作業の実施方法に関すること 3 g

作業開始時の点検に関すること l 4

当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関 5
すること

事故時等における応急措置及び退避に関すること

立入禁止場所等の事業場において禁止されてし､る事項に関するこ
と

その他 (自主点検結果報告書の記入欄に 9と記入の上､括弧内に
具体的な内容を記入してくださいO)



第 4 労働災害が発生した後の対応について

(平成 17年-平成 19年に派遣労働者が被災した労働災害が発生した場

合のみ記入してください｡)

4-1 労働災害に被災した派遣労働者は､受入開始からどの程度の期間で被

災しましたかO受入期間ごとに､被災した派遣労働者ののべ人数を記入

してください｡

4-2 派遣労働者が被災 した休業4日以上の死傷災害発生後､労働基峯監督

署に提出した労働者死傷病報告の写 しを派遣元の事業者に送付しました

か｡

⑳ 派遣先の事業者は､労働基準監督署に提出した労働者死傷病報普

の写しを派遣元の事業者に送付することが義務付けられています0

(労働者派遣規則第 42条)

4-3 労働災害発生後､再発防止対策を講じましたかO

4-4 4-3で ｢1(講 じた)｣の場合､どのような対策を講じましたか｡(複数

回答可)

受入期間 のベ人数

初日

2日から1週間以内

1週間を超え2週間以内

2週間を超え1月以内

1月を超え3月以内

3月を超え6月以内

6月を超え1年以内

送付した 送付していない

講 じた 言責じていない

土 (4-5へ)

設備の安全化を行った 【 1

安全衛生教育を実施した 2

安全作業マニュアルを聖億した 3

標言竜等を整備 した 4

保護具の貸与等を行った 5 1

その他 (自主点検結果報告書の記入櫛に6と記入の上､括弧内に

｣ 令(5_1へ)
10



4-5 4-3で ｢2 (講 じていない)｣の場合､対策を講 じていない理由は何で

すか (複数回答可)

第 5 外国人の派遣労働者について

(外国人の派遣労働者特別永住者を除くO)を受け入れている場合のみ

記入してくださいO)

5-1 外国人の派遣労働者の労働災害防止のため､対策を講じていますか｡

⑳ 外国人労働者の雇用 ･労働条件に関する指針の第 3の3において､

外国人労働者の安全衛生の確保に関して事業者が考慮すべき事項が

掲げられています｡

5-2 5-1で rl講 じている｣の場合､どのような対策を講じていますか｡(刺

対策がわからない 1
対策にかける経貢がない 2
すでに十分な対策を講じている 3

派遣元が対策を講じた … 4

その他 (自主点検結果報告書の記入欄に5と記入の上､括弧内に l=

ll



第 6 派遣労働者を使用する上での安全衛生上の問題点や留意について

6-1 これまで､派遣労働者から安全や健康について苦情や要望が出された
ことがありますか｡

6-2 6-1で ｢1(ある)｣の場合､それはどのような内容ですか｡(複数回答
可)

6-3 派遣労働者を使用する上での安全衛生上の問題点や留意していること

について何かありますかO(自由記入)

取り扱う機械や設備に関すること 1

作業の手順や方法に関すること ∴ l

作業の環境に関すること r3

安全衛生教育に関すること 5

* 以上で自主点検は終わ りです｡自主点検の結果,実施すべき事項について実施 していないことがわか った場合は､早急に改善を図っ

て ください｡

ホ 内容について ご不明な点等がある場合には､最寄 りの労働局又は労働基準監督署 にお尋ね ください｡

12



労働安全衛塗潰等⑳通園

派遣元が責任を負う事項

職場における安全衛生を確保する事業者の責務

事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する

労働者の責韓

労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等

総括安全衛生管理者の選任等

衛生管理者の選任等

安全衛生推進者の選任等

産業医の選任等

衛生要員会

安全管理者等に対する教育等

安全衛生教育 (雇入れ時､作業内容変更時)

危険有害業務従事者に対する教育

中高年齢者等についての配J･占､

事業者が行 う安全衛生教育に対する国の援助

陸廉診断

(一般健康診断等､当該健康診断結果についての意見聴取)

健康診断 (健康診断実施後の作業転換等の措置)

蛙廉診断の結果通知

医師等による保健指導

医師による面子妾指導等

健康教育等

体育活動等についての便宜供与等

申告を理由とする不利益取扱禁止

報告等

法令の周知

書類の保存等

事業者が行 う安全衛生施設の整備等に対する国の援助

疫学的調査等

派遣先が責任 を負う事項

職場における安全衛生を確保する事業者の責務

事業者等の実施する労働災害の防LEに関する措置に協力する
労働者の責務

労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等

総括安全衛生管理者の選任等

安全管理者の選任等

衛生管理者の選任等

安全衛生推進者の撰任等

産業医の選任等

作業主任者の選任等

統括安全衛生責任者の選任等

元方安全衛生管理者の選任等

店社安全街生管理者の選任等

安全委員会

衛生委員会

安全管理者等に対する教育等

労働者の危険又は健脚 ,:JL雷を防止するための措置

事業者の講ずへき措置

労働者の遵守すへき〕拝項

事業者の行 う-き調査等

元方祁業者の講ずべき措置

特定元方不業者の講ずべき措置

定期自主検査

化学物質の有害性の調査

安全衛生教育 (作業内容変更時､危険有害業務就業時)
脚長教育

危険有害業務従事者に対する教育

就業制限

中正■.3年齢者等についての配慮

事業者が行 う安全衛生教育に対する国の援助

作業環境測定

作業1lr!境測定の結果の評価等

作業の管理

作業時間の制限

tl/担康診断

(有害な業務に係 る偉慶診断等､

当該健康診断結果についての意見聴取)

健康診断 (健康診断実施後の作業転換等の措置)

病者の就業禁止

陛康教育等

体育活動等についての便宜供与等

快適な職嬬環環の形成のための措置

安全衛生改善計画等

楼城等の設置､移転に係 る計画の届出､審査等

申告を理由とする不利益取扱禁止

使用停止命令等

報告等

法令の周知

書類の保存等

事業者が行 う安全衛生施設の整備等に軒する国の援助

疫学的調査等


